
令和３年度 第１回高遠町公民館公民館運営審議会 会議録 

開  催  日 令和３年６月１日（水） 

開 催 時 間 開会 午後３時３０分 閉会 午後４時３０分 

開 催 場 所 文化センター ２階視聴覚室 

 

 

 

委 員 の 出 欠 

肩書 委員氏名 出欠 

社会教育委員 寺田 利男 出 

社会教育委員 山﨑 恭子 出 

食生活改善推進協議会 丸田 南枝 出 

高遠北小学校長 中山 貴史 出 

藤澤区長 保科 忠幸 欠 

長藤地区青少年育成会長 立石 久人 出 

主任児童委員 山岸 加代子 出 

公 民 館 職 員  公民館長  矢澤 淳  公民館主事  小池 徹也 

諮

問

事

項 

会議開会前 高遠町公民館運営審議会委員の委嘱 

 

次第１ 開会 

 

次第２ あいさつ 

（館長） 

 

次第３ 自己紹介 

 

次第４ 役員選出 

  会長 寺田 利男    副会長 山﨑 恭子 

 

次第５ 協議事項（１）～（２） 

（主事）資料に沿って説明 

 

    協議事項（３） 

（主事）資料に沿って説明 

（委員）石仏講座は徒歩移動があるのか。 

（主事）移動がある回はバスを利用する。 

（委員）桜大学第 1講座は申し込みが必要だったが、第 2講座は申し込みが不要で大丈夫か。 

（主事）第 1講座は市民大学の生徒の受講対象講座だったため人数の事前把握が必要だったが、第 2講

座は受講対象講座ではないため不要とした。 

 

 



    協議事項（４） 

（主事）資料に沿って説明 

（委員）地区分館長と主事の報酬額の移り変わりについては。 

（館長）昨年度、見直しがあり本年度は昨年度の額から１０％減額になる。５年かけて半分まで減額に

なる。 

 

意見・質問等 

（委員）高遠町公民館には、他地区の公民館にある唱歌・童謡の講座がない。伊澤修二生誕の地でもあ

るので何かできればよいのではないか。近隣の公民館と共同開催も良いのではないか。 

（館長）検討する。 

 

６．閉会 

 

 

 



令和３度第１回高遠町公民館運営審議会次第 

 

                  日 時 6 月 1 日（水） PM3:30～ 

                  場 所 文化センター 視聴覚室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 自己紹介 

 

４ 役員選出 

  会 長： 

副会長： 

 

５ 協議事項 

（１）公民館運営の基本的事項について 

 

 

（２）伊那市公民館運営協議会について 

 

 

（３）令和３年度事業計画について 

 

 

（４）地区分館委託料について 

 

 

（５）その他 

 

 

６ 閉  会 



社会教育法 第五章 公民館（抜粋） 

 

（目的） 

第２０条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術

及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図

り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（公民館の設置者） 

第２１条 公民館は、市町村が設置する。 

２ 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団

法人（以下この章において「法人」という。）でなければ設置することができない。 

３ 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。 

（公民館の事業） 

第２２条 公民館は、第 20 条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この

法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。 

1．定期講座を開設すること。 

2．討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 

3．図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 

4．体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 

5．各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

6．その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

（公民館の運営方針） 

第２３条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 

1．もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他

営利事業を援助すること。 

2．特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する

こと。 

２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を

支援してはならない。 

（公民館の基準） 

第２３条の２ 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上

必要な基準を定めるものとする。 

２ 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つ

て設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるもの

とする。 

（公民館の設置） 

第２４条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関す

る事項を定めなければならない。 

 （公民館の職員） 

第２７条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。 



２ 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督す

る。 

３ 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。 

  

第２８条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、

当該市町村の教育委員会が任命する。 

（公民館の職員の研修） 

第２８条の２ 第９条の６の規定は、公民館の職員の研修について準用する。 

（公民館運営審議会） 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調

査審議するものとする。 

第３０条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社

会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市

町村の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。 

 

 



 

伊那市公民館条例（抜粋） 

平成18年３月31日 

条例第178号 

 （設置） 

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第21条及び地方

自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項の規定により、公民館を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、各公民館に分館を設置することができる。 

 （職員） 

第３条 公民館に館長及び主事を置き、その他必要な職員を置くことができる。 

 （公民館運営審議会） 

第４条 法第29条の規定により、各公民館に公民館運営審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。 

２ 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活

動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の定数は、15人以内とする。 

４ 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

第5条（開館時間）以下省略 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

伊那公民館 伊那市伊那部5053番地 

富県公民館 伊那市富県6393番地１ 

美篶公民館 伊那市美篶5431番地 

手良公民館 伊那市手良野口260番地１ 

東春近公民館 伊那市東春近1826番地 

西箕輪公民館 伊那市西箕輪6700番地２ 

西春近公民館 伊那市西春近5138番地１ 

高遠町公民館 伊那市高遠町西高遠1644番地（※） 

長谷公民館 伊那市長谷溝口1188番地１ 

（ ※ ） 伊 那 市 公 民 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 平 成 2 5 年 1 2 月 2 7 日  条 例 第 5 3 号  



伊那市公民館条例施行規則（抜粋） 

平成18年３月31日 

教育委員会規則第16号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、伊那市公民館条例（平成18年伊那市条例第178号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （分館の設置） 

第２条 条例第２条第２項の規定により、公民館に、別表第１のとおり分館を設置

する。 

 （使用許可の申請） 

第３条 公民館の使用許可を受けようとする者は、使用期日の３月前から７日前ま

での期間中に、公民館使用許可申請書（様式第１号）及びその他必要な書類を伊

那市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。ただ

し、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことが

できる。 

 （使用許可書の交付） 

第４条 教育委員会は、前条の規定による使用の許可をしたときは、公民館使用許

可書（様式第２号）を交付するものとする。 

 （使用許可の取消し） 

第５条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、公民館の使用を取り

消そうとするときは、当該使用日前３日までに、公民館使用取消届出書（様式第

３号）に公民館使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

 （使用者の遵守事項） 

第６条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。 

 (１) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。 

 (２) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。 

 (３) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。 

 (４) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。 

 (５) 公民館の管理上、支障を来す行為をしないこと。 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項に従うこと。 

以下省略。



別表第１（第２条関係） 

本館の名称 
分館を設置する区域 

地区分館 その他の分館 

１ 伊那公民館  御園 山寺 坂下 荒井 西町 小沢 横山  

平沢 大坊 ますみケ丘 内の萱 中央 日影

境 上新田 下新田 狐島 野底 福島 上牧 

若宮 美原 上の原 

２ 富県公民館  上新山 北新 桜井 貝沼 北福地 南福

地 

３ 美篶公民館  芦沢 笠原 南割 横町 上大島 末広 

 上原 中県 下県 上川手 下川手 

 青島 

４ 手良公民館  中坪 野口 八ツ手 下手良 

５ 東春近公民館  車屋 中組 渡場 木裏原 中殿島 

下殿島 田原 原新田 榛原 暁野 

６ 西箕輪公民館  上戸 羽広 大泉新田 中条 与地 吹上

大萱 

７ 西春近公民館  小屋敷 山本 小出一 小出島 小出三 

沢渡 表木 諏訪形 赤木 下牧 

８ 高遠町公民館 高遠 長藤 

三義 藤沢 

河南 

 

９ 長谷公民館  非持山 非持 溝口 黒河内 中尾 市野

瀬 杉島 

 



令和３年度 高遠町公民館の運営について 

 

１．運営方針 

  高遠町公民館活動は、地区ごとに地区分館・支館が地域住民の生活に根を 

  おろし、その中から生活課題、地域の課題を掘り起こし、その解決のため 

に総力をあげて活動する拠点として機能しており、それらを本館が支援し 

て活動している。 

   本館は、それぞれの地域の特色ある活動をさらに活発化させ、支援する

とともに、住民の主体的な参加のもとに自発的で自主的な学習活動を支援

し、生涯学習まちづくりの拠点として発展させその推進に努める。 

 

（１）生涯学習時代における公民館の運営について、学校、家庭、社会教育、

行政各課、教育関係機関、あるいは各種団体と相互に連携を取り合いな

がら、統合した理念に立ち、効率的な運営を図る。 

 

（２）広範な地域特性から分館・支館の地域活動を重視し、地域住民を主体と

する円滑な運営と、内容の充実を図り、全公民館活動が高遠町の特色あ

る生涯学習まちづくりに寄与するよう、相互の連携に努め協力する。 

 

（３）本館においては、人的、予算的な面などから地区分館では取り組みにく

いもの、地域住民の生活の向上をもたらすもの、学習意欲や気風を高め

るもの、全町単位の集団学習にふさわしい内容などを取り上げて実施す

る。 

 

（４）情報提供機関としての公民館のあり方、その課題などについて検討し、

対応を図る。 

 

（５）地区分館長、主事など公民館職員の指導者研修を推進し、創意を生かし

た自主的な活動を促進する。 

 

２．会 議 

（１）地区分館長・主事 合同会議（４月・１１月・３月） 

（２）公民館運営審議会（６月・１１月・２月） 

（３）その他 

地区分館長会・主事会等必要に応じて適宜開催する。 



 

３．研修会・大会への参加 

〇上伊那公民館地区館・分館役職員研修会 

開催日：５月２２日(土)  午後１時から 伊那公民館 

 

４．施策及び事業計画の視点 

（１）本 館 

①地域住民のニーズに対応した、講座・教室の開講、学習の支援、各種

スポーツ大会の開催 

②各課・関係機関・学校・国立少年自然の家・民間団体などとの連携 

③分館との連携、分館活動の支援 

④情報の収集、整理 

⑤東日本大震災を視野に入れながら公民館活動を進める 

（２）地区分館 

①地域の特性を生かした個性的な施策及び事業の企画、運営 

②住民の仲間づくりや、親睦を深めていくことを目的とした事業 

○スポーツ   ○運動   ○野外研修旅行   ○ハイキング  

○人権学習  ○ボランティア活動   ○レクリエーション活動 

③地域の生活課題、地域作りの課題などへの取り組み 

○講座    ○教室   ○講演会  

○環境問題  ○男女共同参画計画 

④地域の歴史、文化に関わりあいのある課題との取り組み 

○歴史    ○民話   ○民謡  

○文化財など継承、保全活動‥文化祭等 

⑤ 団体、グループ活動の支援、育成 

⑥ 本館、各課、教育機関、民間団体などとの密接な連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は中止。 



《参考資料》公民館事業 

 

 ・事業の内容 

 

 ①学 習 活 動  継続的な学級、講座の開講、研修旅行 

 

 ②文 化 活 動  文化祭・展示会・文化財への取り組み・文化をテーマにし 

た講座などの開催 

 

 ③社 会 体 育  運動会・スポーツ大会・ニュースポーツ・レクリエーショ 

ン講座などの開講 

  

 ④集 会  研究集会・シンポジウム・成人式などの集会の開催 

 

 ⑤分館の育成  分館の活動を活発にするための研修会の開催、講師の派遣、 

援助や相談に応ずる。（機材の貸出など） 

 

 ⑥館報の発行  公民館の活動を住民に伝え、学習資料を提供するための館 

報の発行 

 

 ⑦支援、助成事業  社会教育団体、住民の自主的な活動を支援し育てる活動、 

事業補助金の交付、助言、後援、団体、グループなどの交 

流の機会を提供 

 

 ⑧施設・備品の貸与  会場の貸与、映写機、スポーツ用具の貸与 

 

 ⑨相 談 事 業  住民の相談ごとに応ずる 

 

⑩そ の 他  住民の意見をくみ上げ活動に反映するための各種の会議の 

開催 



職名 氏名 住所 備考 氏名 住所 職名 備考

館長 矢澤　淳 的場 寺田　利男 小原峰 社会教育委員

主事 小池　徹也 越道 山﨑　恭子 花畑 社会教育委員

丸田　南枝 番匠 女性団体 新

地区分館 職名 氏名 住所 備考 中山　貴史 高遠北小学校　校長 新

地区分館長 稲邉　謙次郎 二番郭内 保科　忠幸 御堂垣外 藤澤区長 新

主事 埋橋　宏光 二番郭内 立石　久人 中村 長藤地区育成会長 新

地区分館長 矢澤　雄一 的場 新 山岸　加代子 瀬戸 主任児童委員 新

主事 福澤　照仁 四日市場

地区分館長 北原　勝史 新井 新

主事 藤綱　史樹 那木沢 氏名 住所 職名 備考

地区分館長 伊藤　明夫 北原 新 酒井　修 西春近 高遠教育振興係長

主事 伊澤　紹次 御堂垣外

地区分館長 前田　辰雄 引持 新

主事 小松　栄治 上北

伊那公民館 ２３分館 30,163人

富県公民館 ６分館 3,026人

美篶公民館 １２分館 6,684人

手良公民館 ４分館 2,146人

伊那市公民館
運営協議会

８４分館 66,863人 東春近公民館 １０分館 5,519人

西箕輪公民館 ７分館 6,296人

西春近公民館 １０分館 5,901人

高遠町公民館 ５地区分館 5,449人

長谷公民館 ７分館 1,679人

長　藤

三　義

藤　沢

河　南

本　館

地　区　分　館

高　遠

伊那市公民館
運営協議会組織図

高遠町公民館、地区分館職員 高遠町公民館運営審議会

生涯学習課

高遠町公民館（高遠町総合支所内）
電話：９４－２５５７
ＦＡＸ：９４－３６９７
E-maiｌ：t-kmk@inacity.jp



 

 

 

伊那市高遠町公民館 令和３年4 月 

本年度の講座やスポーツ大会を計画しました。多くの皆様のお申し込みをお待ちしています。 

繋がり、学びあい、支えあって、心身とも健康な生活を送りましょう。 

★申し込み先：高遠町公民館（高遠町総合支所高遠教育振興係内） 電話：９４-２５５７ 

★申し込み方法：高遠町公民館までお電話でお申し込みください。 

★申し込み締切：４月２２日（木） 定員になり次第、締め切りますのでお早めにお申し込みください。 

★受 講 料：講座によって、受講料５００円（初回のみ）がかかります。 

また、材料費等が必要なものもあります。詳細は、各講座の案内をご覧ください。 

★そ の 他：受講の申し込み後、詳しい日程は各自にご連絡いたします。講師の都合等により日程が変わる

場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

        講座等の際、公民館報等掲載用に写真を撮らせていただきますのでご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．第４３回高遠町桜大学講座 
 

高遠町公民館活動の土台になる講座です。地域の課題に関わって、第一線で活躍している講師から、生きる力や

潤いを得て視野を広げる機会です。詳細は別途チラシをご確認ください。 

第１講座： ４月２９日（木・祝） 午後１時３０分 ～ 

演  題：「武田氏の伊那統治について」 

講  師： 武田氏研究会副会長 平山 優 氏 

 第２講座： ６月２６日（土） 午後1 時30 分 ～ 

 演  題：「近年の自然災害事例に学ぶ地域防災の取り組み」 

 講  師： 山梨大学准教授 秦 康範 氏 

 第３講座： 10 月23 日（土） 午後１時３０分 ～ 

 演  題：「満州移民と高遠町」 

 講  師： 筑波大学教授 伊藤 純郎 氏  

 第４講座： 11 月20 日（土） 午後1 時30 分 ～ 

 演  題：「コロナ渦の時こそ心豊かに生きる」 

 講  師： 前信濃教育会会長 後藤 正幸 氏 

 

場  所：高遠町総合福祉センター やますそ（入場無料・事前申込みが必要な場合があります） 

書：泉 逸男先生 

第３講座講師 伊藤 純郎 氏 

高遠町藤沢のご出身です。 

筑波大学をご卒業され、現在は同大

学の教授を務められております。 

日本近代史のご研究をされており、

教育関係の講師も数多く務められ

ています。 

講座等に参加される方へのお願い 

・発熱や咳が出るなど体調の悪い方は、無理をせず参加を見合わせてください。 

・２週間以内に感染者が多発している地域を訪れた方は体調を確認したうえでご参加ください。 

・マスクをご着用ください。 

・検温を行いますのでご協力をお願いします。 



 

                                       

５．「美術館・歴史博物館・民俗資料館」特別展講座 

３館の特別企画展を学芸員さん等の解説付きで鑑賞できるまたとない機会です。 
第１講座： ５月 ７日（金） 美術館   午前１０時 ～ 「文化が結ぶ縁の物語｣ 

講師：信州高遠美術館学芸員 小松 由衣 氏 

第２講座： ５月２６日（水） 美術館   午前１０時 ～ 「収蔵作品展｣ 

第３講座： ６月１６日（水） 歴史博物館 午前１０時 ～ 「服飾文化を支えるシゴト展｣ 

講師：高遠町歴史博物館学芸員 福澤 浩之 氏 

第４講座： 9 月１３日（月） 美術館   午前１０時 ～ 「若手アーティスト展 山と谷のアトリエ(仮称)｣ 

第５講座：１０月２０日（水） 歴史博物館 午前１０時 ～ 「矢澤章一展（仮称）｣ 

第６講座： ３ 月 上 旬 民俗資料館 午前１０時 ～ 「ひな人形展｣ 

講師：伊那市民俗資料館 高木 ますみ 氏 

受 講 料：５００円（事前申し込みが必要です） 

２．「最も美しい村・ジオパーク」講座 

各地の美しい村を訪ねたり、石仏巡りをして高遠の美しさを再認識します。 

また、中央構造線エリアのジオパークを巡り、そこに展開されている自然に触れたりしながら、さわやかな野外

学習を楽しみます。 

第１講座：６月１９日（土）午前8 時 ～ 午後3 時 「大鹿村の青いケシと中央構造線博物館などを訪ねます」 

講師：ジオパークガイド 

第２講座：７月４日（日）午前８時 ～ 午後３時 「守屋山登山を開山祭に合わせて行います」 

講師：ジオパークガイド 守屋 臣介 氏 

第３講座：１０月上旬 午前８時 ～ 正午 「板山露頭、溝口露頭、遠照寺を見学します」 

講師：ジオパークガイド 守屋 臣介 氏 

第４講座：１０月下旬 午前８時 ～ 午後３時 「美しい村、原村への旅」 

      ＜八ヶ岳のすそ野に広がる秋の高原を散策します＞ 

講師：原村公民館長 伊藤 証 氏 

受 講 料：５００円  定員２２名（事前申し込みが必要です） 

４．高遠そば・そば打ち講座 
実力あるやさしい講師陣に恵まれ、活気ある楽しいそば教室です。 

年越しそばを自分で打てるようになります。 

日 時：12 月～1 月、全5 回 午前9 時 ～ 正午 

場 所：高遠城址公園・高遠閣 

講 師：高遠そば組合、高遠そばの会、高遠そば・そば打ち愛好会 

受講料：５００円 ※粉代が別に必要です。詳細は10 月末にチラシを回覧いたします。 

【昨年の守屋山登山】 

３．「高遠おいさんずクラブ（仮称）」【新規】 

 男性を対象としたなんでも講座です。視察研修や料理、講演、運動などで仲間との交流を深めましょう。 

後日、募集回覧を行います。 

参 加 費：５００円 ＋ 必要経費 

延期し内容を変更ます 

内容を変更します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．すこやか子育て『さくらんぼきっず』 

未就園児を対象に月１回の子育て教室を開講します。親子で集まって「泣いたり笑ったり」にぎやかに交流

体験活動。五感を使った楽しい実体験も用意しています。互いに支え合ってすこやか子育て、ママ友もできま

す。※詳細は受講対象者の皆さんへお知らせします。 

日 時：６月から 毎月１回  午前１０時 ～ 

受講料：受講料５００円 ＋ 材料費  

場 所：都度、開催日前にお知らせします。 

 

８．ふれあいスポーツクラブ －笑顔でふれあう軽スポーツ教室－ 

軽スポーツで体を動かしましょう。伊那市スポーツ推進委員の皆さんがやさしく指導してくださいます。お気軽

にご参加下さい。 

【レッツゴー よさこい青龍】 6/8（火）、6/22（火）、7/13（火） 

               午後６時 ～ ８時 

場所：総合福祉センター やますそ 

【 卓 球 と ボ ッ チ ャ 】 5/22（土）、5/29（土）、6/5（土）、6/12（土） 

               6/19（土）、6/26（土）、7/3（土） 

               午後５時 ～ ７時 

              場所：藤沢トレーニングセンター 

さつまいも植え、ボディペインティング、運動会、  

さつまいも掘り、読み聞かせ、音で楽しむリトミック、

焼きいも大会、クリスマス会、もちつき大会、キッズ

ビクス・保育園や長谷子育て教室との交流会 など 

７．進徳館夏の学校 

今年の「進徳館夏の学校」は、下記日程で計画しています。 

夏でも涼しい進徳館で元気よく「論語の素読」をしたり楽しい「体験活動」をしたりして、高遠ならではの 

一生の思い出を作りましょう。今年の夏は進徳館へ行こう‼ 

 

日 程：７月２７日（火）、２８日（水）、２９日（木）、３０日（金） 

時 間：午前８時３０分 ～ １１時３０分 

内 容：宿題の時間、論語の素読、お話の時間、体験活動、地域見学など 

場 所：進徳館 

※ 詳細は6 月末に学校を通じてお知らせします。 

 

【みんなで論語の素読中】 

『君子
く ん し

は泰
ゆ た

かにして驕
お ご

らず。 

小人
しょうじん

は驕
お ご

りて泰
ゆ た

かならず。』
」

 

令和元年度の№１論語 

６．高遠石工の石仏を巡る講座【新規】 

 身近にある高遠町内の石仏を巡りながら楽しみ、「歴史と文化の街」高遠を再発見しよう！ 

 

日 程：9 月8 日（水）、9 月22 日（水）、10 月６日（水）、10 月13 日（水） 

時 間：午前8 時30 分 ～ 正午 

講 師：一般社団法人高遠石工研究センター事務局長 熊谷 友幸 氏 

受講料：５００円  定員２２名（事前申し込みが必要です） 

※ 移動にマイクロバスを利用する回があります。 【建福寺】 

中止します 

6/5 まで中止します 



 令和２年度は公民館にとって寂しい年となってしまいました。令和３年度は新規企画も計画し、やる気満々でいます。 

 各地区分館との絆を一層深めながら、豊かな自然に囲まれ、文化と歴史のにおいが漂う高遠町を、さらに元気になる

よう活動を推進してまいります。 

 本年度もどうぞよろしくお願いします。            高遠町公民館長 矢澤 淳  主事 小池 徹也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｐ 

お願い 

11．高遠町公民館・交流スポーツ大会 

進徳館の日記念少年剣道大会 

日時：５月２２日（土）午前８時３０分 

場所：高遠スポーツ公園文化体育館 

マレットゴルフ大会 

日時：５月２８日（金）午前９時 

場所：花の丘マレットゴルフ場 

ソフトバレーボール大会 

日時：6 月６日（日）午後１時30 分 

場所：高遠スポーツ公園文化体育館 

ゲートボール大会 

日時：６月1２日（土）午前8 時 

場所：長藤屋内運動場 

ソフトボール大会 

日時：８月2２日（日）午前７時30 分 

場所：高遠スポーツ公園総合グラウンド 

桜カップソフトバレーボール大会（リーグ戦：全６回） 

日時：1０月９日（土）～ 毎月１回 午後7 時 

場所：高遠スポーツ公園文化体育館 

卓球大会 

日時：令和４年２月２７日（日）午前8時３０分 

場所：高遠スポーツ公園文化体育館 

 

※ 募集は後日、地区分館を通して行います。 

令和３年度 高遠町公民館本館・地区分館の役員を

紹介します。よろしくお願いします。 

高遠町公民館本館 

公民館長 矢澤 淳 

主 事 小池 徹也 

高遠地区分館 

地区分館長 稲邊 謙次郎 

主 事 埋橋 宏光 

長藤地区分館 

地区分館長 矢澤 雄一 

主 事 福澤 照仁 

三義地区分館 

地区分館長 北原 勝史 

主 事 藤綱 史樹 

藤沢地区分館 

地区分館長 伊藤 明夫 

主 事 伊澤 紹次 

河南地区分館 

地区分館長 前田 辰雄 

主 事 小松 栄治 

 

＜ 美しい町の活性化につとめます ＞ 

10．令和４年高遠町地区成人式 

日 時：令和４年1 月2 日（日） 午前１０時 ～ 

場 所：高遠さくらホテル 

対象者：平成１３年4 月2 日～平成１４年4 月1 日生まれの高遠中学校卒業生 

     又は  高遠町地区在住者。 

新成人の門出を地域で祝います。 

※令和3 年高遠町地区成人式は８月中旬に開催する予定です。 
【令和2 年成人式の様子】 

中止します 

中止します 

延期します 


